
荒牧町出主防災会研修資料の追加について

先に開催された防災講話は、コ障ナ感染防止のため当初計画の人員を縮小し

て開催されました。

当日の阻布資料が届きましたので、災書に備えての参考にしてください。
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驚牧町自主防災会

ヤ 防災危機管理操
佐顧・掛川・高構

・
〇

・

>高 まる災書リスク

◎地震災害 :深谷断層帯地震、

首都直下地震、
南海トラフ巨大地震

◎気象災書 :局地的大雨、集中豪雨、

台風 (大雨と暴風)、大雪



荒牧町
M8.1・震度5強

大雨は確実に
増えている!
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赤城山付近におけるゲリラ豪雨 (Rl. 6)
rj

・〔密戒レ倒レ4】避難働告発令 富士見・宮城地区
・奮士見公民館・宮壇公民館避難所開設

辞馬県配緑的短時間大雨情報
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大脅章報 ・漱水害報
土ゆ典書章戒情報発表
33録的塩時R8大轟情報亮装 (2日)

'書士見 (辞鳥弁輌i甘 )Jて

短時間に200mの お■を樋毎

解ほ食250mの時水分おt
303売 tて予ヨ
353角から603お よでは、
解住虚lkmで 予ヨ

今後の0(時 水Ht田 4)
てはlS時間先とてを手潤





新たな逮は情報害翻 的
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大輌・次水・高嘉注意報
て気練庁)

早期,ユ“お抱

く気tt庁)

大而 `渫水 ・高潮注意 報

く気投庁〉

や協 たや愉親
く気捧庁 )
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早期注意情報

(気象庁)

災害への心構えを高める。

2田阻ヱ
大雨・洪水・高潮注意報

(気象庁)

避難行動を確認する。

飾

胸純
避難に時間がかかる
高鮪者や障車のある人は、
1言ifl 1  1■.孟|| ||||:!!で

危険な場所から避難
しましょう。

番戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ音段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備
をしたり、危険を感したら自主的に逮雄するタイミングです。



警戒レベル5は 、
すでに安全な避難ができす
命が危険な状況です。

警戒レベル5緊 急安全確保の
発令を待つてはいけません !

市町村が災書の状況で確表に把握できるものではない等の理由から警戒レベル5は必ず発令される情報
ではありません。

警成しベル4までにおず避難〉

ハザードマップで避難先を確認 !!

避難は指定された場所や安全な知人・線0宅 に避難する
「立ち退き避難」が基本ですが、今いる建物内で受全を確保

できる時は 「屋内安全確保」も日能です。
どのように逮難するか、家族の役割について確揮する。

口 「立ち退さ避難」

指定避難所への立退き避難
小中学校や公民館なtlE定された避難所に避難します。
以下碗 のは、自分たちでや参しましよう。
●マスク ● 樽■顧 ● 体■け ● ス助A な ど

安全な親虜 ・知人宅への立退き避控
普跡 軸 削 人邸 を取既卦い、災書時に遇盛する配尭相餃
しておきましょう。
※ ブヽザード7"竹 磁盟しておきましわ。

ぷ鹸
避難勧告は廃止されます。

これからは、
お減レベル4連 難指示で
危険な場所から全員避難
しましょう。

違建指示は、これまでの逮建勧告のタイミングで窮やされます。



・防災行政無線
・テレビデーター放送

・防災ラジ牙
。緊急速報メール

・市ホームヘージ
。まちの安全ツイッター

。まちの安全ひろメール

避難所

災書によって現に枚書を受けた人や

費ける総れのある人を一時的に受け入れる場所1
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巾車中

・地震は予矢日できません
。地震は突然やつてきます

。大切な命を守るのは自分自身です
。各ご家庭で日頃から気象情報に注

意しましょう

防災は生きる力
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避難行動要支援者制度

令和4年1月24日

前橋市防災危機管理操

O

11制度の概要           |
t ■十 1             1

t   ―           |
t     ド‐ヤ      1
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11制 度の概主           |

12平 時における地域の役割      |

13地 域特性コ災書想定の確認     |

t4災 害情報の的確な収集      |

t5災 書別の対応パターン(例)    |

1 制 度の概要

平成25年 6月

平成25年 9月

平成26年 7月

令和3年 5月

O

災書対策基本法改正

災書発生時の避雄準に特に支援を要する方の名簿
(避難行動車支援者名嬌)を 作成すること等が規定

名簿の登録を開始
本市において、避姓に際 し支援を希望する方の名簿
登録を開始

名簿の提供を開始
要支援者名簿及び個別支援計画書を関係団体等へ送
付し、情報の共有化を図り災害発生時の支援体制の

整備を図る

災書対策基本法改正
名簿情報に係る通雄行動要支援者ごとに、避難支援
等を実施するための計画 (個別逮雄gt画)を 作成す
ることが努力義務化



制度の概要   見

名簿等の共有
・自治会 (自主防災会を含む)
・民生児童委員
・前構警察署,前結東書療署
・前格市消防局
・前構市消防団
・前禍市社会福祉協機会
・市役所関係部局 く福社部,健R部 )

口登録の流れ
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制度の概要

登録者数
【登録要件及び登録者数 (令和 3年 12月 末時点 1, 058人 )】
※荒牧町自治会登録者数 10人

常時身近に支援者がいない場合で、以下の(1)～(5)のいずれかに該
当すること

平時における地鳩の投翻 o前

地域の助け合いの力 (共助)
が重要となる 景ポ及
口地域の実情に応じた支援活動

・逮難行動要支援者の所在の把握
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2 平 時における地域の役割 o

。支援者との交流
く日常の声かけ等の見守り)

・個別計画や防災訓練に活用

日11

t                                                                                        l
13地 域特性・災審想定の確認     |
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「              ~司

3地 域特性 ・災書想定の確認 O

風水書

地域内の 「土砂災害警戒区域」及び 「浸水想定区城」

危険区域内である  危 険区城内ではない

0立ち選聾 建
   外 に出ることが危険

講 中
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3地 域特性 ・災書想定の確概 O前 恰

地震

群馬県南部の深谷断層を震源とした地壊の場合 態 度6強 ～震度5強 を想定
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t4災 害情報の的確な収集      |

ti     r           l

4災 書情報の的確な収集 畳

前構帝が発信する避難情報等

神車〓頭神！　　　確
■`を,‐A2相 当 大 市・洪水'i忘蝦

低t  ヽ4戒 レベル1相当 磐 報級の可能性

rサil:水位周知河'11・一級河川の浸水洪水想定区域を対象

土砂:土砂災警警戒区域等を対象

4災 害情報の的確な取操 製

前橋市が発信する避難情報等
さまざまな手段によつてお知らせします

景8車 m-3瀬 摺 路 騨 監 廊 _4Rくださしヽ

器曲韓い 0挽 鰊韓僻古
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15災害別の対応パターン(例)    〕
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5翼 害屈の対応パターン 衛DO

地震

増曇発生時はますはご自身とご家族の安全の確保を行ってください。安全が確保
できたうえで、支援活動の実施を開始します。

指定騒a減は増所への連はが鵜培で
は主されており、費奮■日が可能な
母合は、要支担書とともに注出

5受胡 の縮 ′`ターン働 O

漫水想定3m組 の区域における避盛行動要支握者については、特に平時からの

確秘、通駐方法の検村が重要です。

0

O避 難支援のほの日な点

◆ 自らと家族の安全確保を第一に考えること
◆要支援書の支援に危険が伴うと考えられる鳩

合は、無理に捜索等を行なうのではなく、遠

難所の市担当者に伝えるなど、二次災害の防
止を日ること

◆要支援者の中には、情報さえ伝われば自力で

避難が可能な者もいること
貧
ロ
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